
【機密性2】

裁判官会議議事録
凸

令和5年6月30日（金）午後4時開催日時

大会議室開催場所

別紙出欠表のとおり出席者

議事の経過の要領及びその結果

1 承認事項

（1） 事務分配及び裁判官の配置等規程の一部変更について

別添承認事項1丁から70丁までについていずれも承認

（2） 大阪地方裁判所執行官事務分配規程の一部変更について

別添承認事項71丁のとおり承認

2決議事項

（1） 大阪地方裁判所司法行政事務処理規程の一部変更について

別添決議事項1丁のとおり決議

（2） 常任委員及びオブザーバーの選出及び任期に関する規程の一部変更につ
いて ，

別添決議事項2丁のとおり決議

（3） 事務分配及び裁判官の配置等規程の一部変更について

別添決議事項3丁から7丁までのとおり決議

’長議

議事録作成者

裁判所事務官
／

塁；

遊覧
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(令和5年6月30日現在）【民事部裁判官】
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民事小計 判事 （92人） (81人） 特例判事補 (12人） (8人） オブザーバー (19人） (18人）



【刑事部裁判官】 (令和5年6月30日現在）
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【機密性2】

裁判官会議出席者数

（令和5年6月30日現在）

人

員

構
成
員

判 事

特例判事補

オブザーバー

計

141名

(所長・代行含む）

25名

(計166名）

定足数83名

36名

202名
○

出
席
者
数

構
成
員

判 事

特例判事補

オブザーバー

計

111名

(所長・代行含む）

14名

(計125名）

28名

153名
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和4年12月23日諮問）

（令和5年1月16日実施）

1

現 行 変 更 後

第5編 管内簡易裁判所

(中略）

第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所、堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁半|｣官の配置及び裁判事務の分配は、次の

とおりとする。

(中略）

ヤ

(5)東大阪簡易裁判所

裁判官 仙波啓次

民事事件の2分の1

(定年退官）

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

1

裁判官 新屋眞宏

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

(中略）

1

第5編 管内簡易裁判所

(中略）

第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所、堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は、次の

とおりとする。

(中略）

(5)東大阪簡易裁判所

栽半|｜ 官 西田眞其

民事事件の2分の1

(任簡判）

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

1

裁判官 新屋眞宏

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

(中略）

附則
｡■■■■■■■■■■■■■■■■

る

1

この規程は、令和5年1月16日から施行す

0
■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年1月16日諮問）

(令和5年1月16日実施）

2

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第3民事部（普通部） （月火木金）

(中略）

裁判官 林 潤

〃

〃

〃

ノ｣、河好美

棚橋知子

吉田 開

第9民事部（普通部） （火水木金）

(中略）

裁判官 達野ゆき

〃 相澤千尋

〃 伊藤拓一也

〃 林村優雅

第23民事部（普通部） （月火水木）

裁判官 西岡繁靖

〃

ﾉノ

〃

芝田由平

河野申二郎

上田郁也

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'l

｛

第3民事部（普通部） （月火木金）

(中略）

裁判官 林 潤

〃 小

〃

〃

〃

河好美

棚橋知子

吉田 開

吉田 純

第9民事部（普通部） （火水木金）

(中略）

(任補）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

裁判官 達野ゆき

〃

〃

〃

〃

相澤千尋

伊藤拓也

林村優雅

黒川真吾

第23民事部（普通部） (月火水木）

(任補）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

裁判官 西岡繁靖

〃

ﾉノ

〃

〃

芝田由平

河野申二郎

上田郁也

堀田らな

(任補）
－



【機密性2】

3

第24民事部（普通部） （月火木金）

(中略）

裁判官 池上尚子

〃

〃

〃

山口敦士

鈴木基之

鈴村悠恭

(第3編(本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割

第1刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

裁判官 加藤 陽

〃 大久保優子

〃 ノ

第14刑事部（普通部） （毎日）

｣、草啓紀

裁判官 坂口裕俊

〃 湯川

〃

第15刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

ﾛ -

品

岡野哲郎

裁判官 末弘陽

〃

〃

一

史
奈

節
里

澤
橋

一
二
吉
向

〃 ／j、澤 、 光

第24民事部（普通部） （月火木金）

(中略）

裁判官 池上尚子

〃

〃

〃

〃

山口敦士

鈴木基之

鈴村悠恭

田崎里歩

(任補）
－

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割

第1刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

裁判官 加藤 陽

〃 大久保優子

〃 小

〃

第14刑事部（普通部） （毎日）

草啓紀

土肥大致

(任補）
■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

裁判官 坂口裕俊

〃

ﾉノ

〃

第15刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

湯川
■ ▲

元

岡野哲郎

上寺紗也佳

(任補）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

裁判官 末弘陽

〃

〃

一

史
奈

節
里

澤
橋

一
二
吉
向

〃 ノ

〃

l、澤 光
■ _

局 矢輝乃

(任補）
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

（令和5年3月2日諮問）

(令和5年3月25日実施）

1

5

一

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

(中略）

裁判官 井上直哉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

三宅知三郎

太田多恵

林 奈桜

丸林裕矢

氷 田雄
一

浜崎俊文

森 文弥

中川和俊

第25民事部（普通部） （火水木金）

(中略）

裁判官

〃

〃

ノl、川嘉基

宮崎純一郎

岸田
一

一 郎

〃 澄川ほなみ

(東京地裁立川支部へ）

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日害'1
口 ｡

第1民事部（保全部） （毎日）

(中略）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

ﾉノ

〃

井上直哉

三宅知三郎

太田多恵

林 奈桜

丸林裕矢

永田雄
一

浜崎俊文

森 文弥

中川和俊

橋本康平

(岡山地裁から）

第25民事部（普通部） （火水木金）

(中略）

裁判官

〃

〃

ノl、川嘉墓

宮崎純一郎

岸田
一

－ 郎

1合

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割



【機密性2】

2

6

第1 民事公判係

第1係（月水金） 裁判官 谷野
、 1 －

得

第2係（月水金） 〃 三木健治

(吉野川・徳島・鳴門簡裁へ）

第3係（月水金） 〃 福田 修

第4係（月火木） 〃 岩噌 靖

第5係（月火木） 〃 上原宏光

第6係（月火木） 〃 宇都宮庫敏

第7係（月水金） 〃

〃

（伊丹簡裁へ）

田中清道

水嶋正博

(御坊・田辺簡裁へ）

第8係（木） 〃 寺田俊弘

〃

(茨木簡裁へ）

濱田竜也

（妙寺簡裁へ）
〃 栗山和昭

〃

(舞鶴・宮津簡裁へ）

藤井 徹

(民事公判第9係へ）

〃 林 誠治郎

(民事公判第14係へ）

〃 西村 馨

〃

(松本簡裁へ）

大田恵朗

(民事公判第4係へ）

第9係（水金） 〃 舩越英明

第10係（月火木） 〃 伊藤知広

〃 (兼)水嶋正博

(兼務解消）

第11係（月水金） 〃 西田文則

第1 民事公判係

第1係（月水金） 裁判官 谷野 淳

ﾉノ 藤田康夫

(令状係から）

第2係（月水金） 〃 小林勘一郎

(民事特殊係から）

第3係（月水金） 〃 福田 修

〃 佐伯公正

(安芸・高知簡裁から）

第4係（月火木） 〃 岩噌 靖

〃 大田恵朗

(民事公判第8係から）

第5係（月火木） ノノ 上原宏光

第6係（月火木） 〃 西鴫
一

恵

(福山簡裁から）

第7係（月水金） 〃 田中清道

〃 宮川 隆

(令状係から）

第8係（木） ノノ 新屋眞宏

(東大阪簡裁から）

第9係（水金） 〃 舩越英明

〃 藤井 徹

(民事公判第8係から）

第10係（月火木） 〃 伊藤知広

〃 苅谷 誠

(民事特殊係から）

第11係（月水金） 〃 西田文則
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第12係（月火木）

第13係（月水金）

〃

〃

谷川佳史

松尾真
一

第14係（月火木） 〃 山本泰博

第15係（月火木） 〃 藤田敏之

第16係（月水金） 〃 三瀬英祐

（佐野簡裁へ）

第17係（月火木） 〃 大迫隆

第18係（月水金） 〃

一

一

吉田 進

(葛城・五條・宇陀簡裁へ）

第21係（月水金） 〃 朝田和男

第22係（月火木） 〃 南 正 一

第2民事特殊事件係（即決和解、公示催告、督

促、保全、非訟等） （毎日）

裁判官（兼）井上直哉

〃

〃

ノノ
①

ﾉノ

〃

村岡 寛

佐伯美保

(木津簡裁へ）

倉田孝雄

小林勘一郎

(民事公判第2係へ）

山下雅資

〃 和田

〃

一

臣

(民事公判第17係へ）

西村実信

〃 川副勝巳

〃

(民事公判第18係へ）

苅谷 誠

(民事公判第10係へ）

〃 （兼）大迫隆
一

一

〃 （兼）吉田 進

〃 池尻修三

(令状係から）

第12係（月火木） 〃 谷川佳史

第13係（月水金） 〃 松尾真
－

第14係（月火木） 〃 山本泰博

ﾉノ 林 誠治郎

(民事公判第8係から）

第15係（月火木） 〃 藤田敏之

第16係（月水金）

ﾉノ

ﾉノ

有田禎宏

(調停第3係から）

藤木義裕

(尼崎簡裁から）

第17係（月火木） 〃 大迫隆

ノノ 和田

第18係（月水金） 〃

一

一

一

臣

(民事特殊係から）

川畠'1勝巳

(民事特殊係から）

第21係（月水金） 〃 朝田和男

第22係（月火木） .〃

ﾉノ

南 正 一

高山正之

(令状係から）

第2民事特殊事件係（即決和解、公示催告、督

促、保全、非訟等） （毎日）

裁判官（兼）井上直哉

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

村岡 寛

菅 浩次

(令状係から）

倉田孝雄

森本幸治

(大阪池田簡裁から）

山下雅資

中村浩之

(伊丹簡裁から）

西村実信

内藤智機

(広島・呉簡裁から）

(兼）大迫隆

〃 （兼）和田
一

一

一

臣
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第3調停係（毎日）

(兼務解消）

第1係 裁判官 諫武高行

係
係
２
３
第
第

〃

〃

〃 ．

水野和雄

宮部 稔

有田禎宏

(民事公判第15係へ）

第4係 〃 植田武志

(普通略式係へ）

第5係 〃 加藤 優

第4刑事公判係

第1係（月水木）裁判官（兼）松林秀樹

第2係（月水木）

第5略式係（毎日）

〃 増田耕兒

(1)普通略式係裁判官 松林秀樹

(2)交通即決略式係

第6令状係（毎日）

〃 (兼）増田耕兒

"･(兼）池尻口修三

〃

(兼務解消）

(兼）高山正之

(兼務解消）

〃 （兼）伊葉匡功

(兼務解消）

（兼）宮川 隆〃

〃

(兼務解消）

(兼）菅 浩次

(兼務解消）

ノノ （兼）藤田康夫

(兼務解消）

裁判官 臼井康雄

〃

(調停第3係へ）

立川唱寛

裁判官（兼）長瀬敬昭

第3調停係（毎日）

(兼務発令）

〃 （兼）川畠l1勝巳

(兼務発令）

第1係 裁判官 諫武高行

〃 水野和雄

第2係 ノノ 宮部 稔

第3係

第4係

第5係

第4刑事公判係

〃

“ﾉノ

〃

臼井康雄

(交通即決係から）

伊葉匡功

(令状係から）

加藤 優

第1係（月水木）裁判官（兼）松林秀樹

〃 （兼）植田武志

(兼務発令）

第2係（月水木） 〃 増田耕兒

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係裁判官 松林秀樹

(2)交通即決略式係

第6令状係（毎日）

ﾉノ 植田武志

(調停第4係から）

〃 （兼）増田耕兒

〃 （兼）仙波陽子

(兼務発令）

〃 （兼）畑村章夫

(兼務発令）

〃 （兼）東山裕実

(兼務発令）

ノノ （兼）丸橋俊幸

(兼務発令）

ノノ （兼）阿部昭彦

(兼務発令）

〃 （兼）今田勝己

裁判官

〃

(兼務発令）

足立和城

(高松簡裁から）

立川唱寛

裁判官（兼）長瀬敬昭
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〃

〃

〃

(兼）後藤有己

(兼）設樂大輔

(兼)金友宏平

〃 （兼）森田千尋

〃

〃

(兼）山田明日香

(兼）伊藤佑貴

〃 （兼）水谷 翔

〃 (兼）青木崇史

藤
田

安
薦

１
１
兼
兼

″
″

〃

〃

〃

〃

、 ロ ‐

得

、d

呆刊r

平

(兼）竹本真梨子

池尻修三

(民事公判第11係へ）

高山正之

(民事公判第22係へ）

〃

〃

〃

〃

〃

伊葉匡功

(調停第4係へ）

宮川 隆

(民事公判第7係へ）

菅 浩次

(民事特殊係へ）

藤田康夫

(民事公判第1係へ）

(兼）増田耕兒

(兼）松林秀樹

第2章 堺簡易裁判所

(裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

裁判官 松田 亨

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の2

即決和解事件の2分の1

民事保全事件の5分の2

● ●

〃 （兼）後藤有己

〃

〃

〃

(兼）設樂大輔

(兼）金友宏平

(兼）森田千尋

〃 （兼）山田明日香

〃 （兼）伊藤佑貴

〃 （兼）水谷 翔

ノノ （兼）青木崇史

〃 (兼）安藤

〃 （兼）薦田

〃

〃

、

得ロ

、｡ 2 －

I泉

平

(兼）竹本真梨子

仙波陽子

(葛城・五條・宇陀簡裁から）

〃 畑‘村章夫

(吉野川・徳島・鳴門簡裁から）

｡ ●

ノノ 東山裕実

(御坊・田辺簡裁から）

〃 丸橋俊幸

(舞鶴・宮津簡裁から）

〃 阿部昭彦

(桑名簡裁から）

" 今田勝己

(八代・人吉簡裁から）

〃 （兼）増田耕兒

〃 （兼）松林秀樹

〃 (兼）植田武志

（兼務発令）

第2章 堺簡易裁判所

(裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

裁判官 松田 亨

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の･2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の2

即決和解事件の2分の1

民事保全事件の5分の2
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民事雑事件の5分の2

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官 三浦 恵

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の2

督促事件（支払督促申立却下処分に対

する異議事件、仮執行宣言の申立却下

処分に対する異議事件及び地方裁判所

の管轄に属する事件の不適法督促異議

事件）

公示催告事件

即決和解事件の2分の1

民事過料事件

民事保全事件の5分の3

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した略式命令事件を除く。 ）

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件

刑事雑事件の5分の2

裁判官（代行）森本幸治

(職務代行解消）

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の1

民事雑事件の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

刑事雑事件の5分の1

裁判官（代行）武田雄二郎

民事雑事件の5分の2

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官 三浦 恵

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の2

督促事件（支払督促申立却下処分に対

する異議事件、仮執行宣言の申立却下

処分に対する異議事件及び地方裁判所

の管轄に属する事件の不適法督促異議

事件）

公示催告事件

即決和解事件の2分の1

民事過料事件

民事保全事件の5分の3

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した略式命令事件を除く。 ）

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件

刑事雑事件の5分の2

裁判官（代行）藤田大生

(職務代行発令）

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の1

民事雑事件の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

刑事雑事件の5分の1

裁判官（代行）武田雄二郎
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民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件及び刑事略式命令事件

(待命）を除く刑事略式命令事件の2

分の1

裁判官（代行）渡邊眞司

（職務代行解消）

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件及び刑事略式命令事件

(待命）を除く刑事略式命令事件の2

分の1

裁判官 （兼）藤野美子

(中略）

民事保全異議及び取消事件

第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所、堺簡易裁判所及び岸
1 ・

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は、次の

とおりとする。

(1)大阪池田簡易裁判所

裁判官 森本幸治

民事事件

(大阪簡裁へ）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）藤田康夫

(職務代行解消）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件及び刑事略式命令事件

(待命）を除く刑事略式命令事件の2

分の1

裁判官（代行）三瀬英祐

(職務代行発令）

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件及び刑事略式命令事件

(待命）を除く刑事略式命令事件の2

分の1

裁判官 （兼）藤野美子

(中略）

民事保全異議及び取消事件

第4章 その他の簡易裁判所

(裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所、堺簡易裁判所及び岸

和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお

ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は、次の

とおりとする。

(1)大阪池田簡易裁判所

裁判官 藤田大生

民事事件

(名古屋簡裁から）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）今田勝己

(職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式



【機密性2】

8

12

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

(2)豊中簡易裁判所

裁判官 山本 猛

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）高山正之

(職務代行解消）

山本裁判官の関与した刑事略式命令事

件に対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

(3)吹田簡易裁判所

裁判官 瀧川勝子

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）川畠ll勝巳

(職務代行解消）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

(4)茨木簡易裁判所

裁判官 中村玄介

(高松簡裁へ）

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）西村実信

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件．

(2)豊中簡易裁判所

裁判官 山本 猛

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）阿部昭彦

(職務代行発令）

山本裁判官の関与した刑事略式命令事

件に対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

(3)吹田簡易裁判所

裁判官 瀧川勝′子

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）丸橋俊幸

(職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

(4)茨木簡易裁判所

裁判官 寺田俊弘

(大阪簡裁から）

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）西村実信

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式
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命令事件を除く｡ ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

令状事件の5分の1

(5)東大阪簡易裁判所

裁判官 西田眞基

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）の2

分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2

分の1

裁判官 新屋眞宏

(大阪簡裁へ）

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）の2

分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2

分の1
●

(6)枚方簡易裁判所

裁判官 神谷義彦

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）の2

分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2

分の1

裁判官 小 川正 昭ノ0,、

(向日町簡裁へ）

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

令状事件の5分の1

(5)東大阪簡易裁判所

裁判官 西田眞基

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）の2

分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2

分の1

裁判官 山田正人

(妙寺簡裁から）

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）の2

分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2

分の1

(6)枚方簡易裁判所

裁判官 神谷義彦

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）の2

分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2

分の1

裁判官 岡田幹雄

(岡山簡裁から）

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1
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令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）の2

分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2

分の1

裁判官（代行）佐伯美保

(職務代行解消）

民事訴訟事件の3分の1

即決和解事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対

する異議事件、仮執行宣言の申立却下

処分に対する異議事件及び地方裁判所

の管轄に属する事件の不適法督促異議

事件）

民事特殊事件（民事保全事件を除く。 ）

令状事件の5分の1

(7)富田林簡易裁判所

裁判官 矢野靖人

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）菅 浩次

(職務代行解消）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

(8)羽曳野簡易裁判所

裁判官 武田雄二郎

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）伊葉匡功

(職務代行解消）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した刑事略式命令事件を除く。 ）の2

分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2

分の1

裁判官（代行）菅 浩次

(職務代行発令）

民事訴訟事件の3分の1

即決和解事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対

する異議事件、仮執行宣言の申立却下

処分に対する異議事件及び地方裁判所

の管轄に属する事件の不適法督促異議

事件）

民事特殊事件（民事保全事件を除く。 ）

令状事件の5分の1

(7) 富田林簡易裁判所

裁判官 矢野靖人

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）畑村章夫

(職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

(8)羽曳野簡易裁判所

裁判官 武田雄二郎

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）東山・裕実

(職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法
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違反事件

(9)佐野簡易裁判所

裁判官

民事事件

渡邊
ｰ

県 司

(京都簡裁へ）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行).福田人美

(中略）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

第6編 司法行政事務の代理順序

(司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は、次のとおりとする

(中略）

0

5大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁

判官に差し支えがある場合の司法行政事務を代

理する者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 裁判官 寺田俊弘

第2順位 裁判官 諫武

(中略）

凸 一

局 行

8束大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する

裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務を

代理する者は、次のとおりとする。

裁判官 新屋眞宏

9枚方簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁

判官に差し支えがある場合の司法行政事務を代

理する者の順序は、次のとおりとする。

裁判官 ノ」 ､ 川正照

違反事件

(9)佐野簡易裁判所

裁判官 三瀬英祐

民事事件

(大阪簡裁から）

代行裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）福田人美

(中略）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事

件及び当該裁判官の関与した刑事略式

命令事件を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち、公職選挙法

違反事件

第6編 司法行政事務の代理順序

(司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

(中略）

5大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁

判官に差し支えがある場合の司法行政事務を代

理する者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 裁判官 新屋眞宏

第2順位 裁判官 諫武

(中略）

丘 一

局 行

8東大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する

裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務を

代理する者は、次のとおりとする。

裁判官 山田正人

9枚方簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁

判官に差し支えがある場合の司法行政事務を代

理する者の順序は、次のとおりとする。

裁判官 岡田幹雄
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【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

（令和5年3月2日諮問）

(令和5年3月31日実施）

1

17

現 行 変 更 後

(中略）

第4編 支 部

第2章 岸和田支部

(裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

(中略）

裁判官 今野 藍

(大阪地裁へ）

(4月1日付けで大阪国税不服審判所へ）

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別

清算事件の全部

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）

(中略）

第4編 支 部

第2章 岸和田支部

(裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする

(中略）

○

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別

清算事件の全部

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）
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(中略）

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

第1係（月水金） 裁判官 谷野

(中略）

〃

、 6 －

得

(大竹・広島簡裁へ）

藤田康夫

(中略）

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

第1係（月水金）

(中略）

附則
一・

る

〃･ 藤田康夫

この規程は、令和5年3月31日から施行す

0
－



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年3月2日諮問）

(令和5年4月1日実施）

1

19

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

裁判官 井上直哉

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三宅知三郎

太田多恵

林 奈桜

丸林裕矢

永田雄
一

浜崎俊文

森 文弥

(第2民事部へ）

中川和俊

橋本康平

第2民事部（租税・行政部）（月火水金）

裁判官 森鍵
一

(第14民事部へ）

〃 日比野 幹

(津地裁四日市支部へ）

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

裁判官 井上直哉

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

ﾉノ

三宅知三郎

太田多恵

仲井葉月

(岡山地裁倉敷支部から）

島崎乃奈

（新潟家裁高田支部から）

ダ ．

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

関 尭 匝日
J，、、

(第7民事部から）

宮原翔子

(札幌地裁から）

鈴村悠恭

(第24民事部から）

植村
一

仁

(第5民事部から）

林 奈桜

丸林裕矢

永田雄
一

浜崎俊文

中川和俊

橋本康平

第2民事部（租税・行政部） （月火水金）

裁判官 横田典子

〃

(第18民事部から）

(兼）森鍵
一

(兼務発令）
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〃 ．

〃

田辺暁志

立仙早矢

第3民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 林 潤

〃 小河好美

〃

〃

（神戸家裁へ）

棚橋知子

吉田 開

(第7刑事部へ）

〃 吉田 純

第4民事部（商事部） （毎日）

裁判官 谷村武則

〃 小川紀代子

〃

〃

第5民事部（労働部） （毎日）

(大阪法務局へ）

三重野真人

竹田泰樹

裁判官 横田昌紀

〃

ﾉノ

窪田俊秀

(鹿児島地裁へ）

佐々木隆憲

(高知地裁へ）

〃 長谷川武久

ﾉノ

〃

亮
祐

雄
圭

崎
佐

山
石
山
石

植村一仁〃 ．

〃

(第1民事部へ）

藤村
口 一

旱 司

(最高裁家庭局付へ）

第6民事部（倒産部） （毎日）

裁判官 中山誠

〃

一

松永晋介

〃 ノ

(長崎地裁へ）

j、川貴寛

〃

〃

〃

田辺暁志

森 文弥

(第1民事部から）

立仙早矢

第3民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 林 潤

ﾉノ

〃

〃

第4民事部（商事部） （毎日）

神田温子

(宮崎家裁から）

棚橋知子

吉田 純

裁判官 谷村武則

〃

〃

〃

人
人

真
吉

野
田

重三
黒

(富山地裁高岡支部から）

第5民事部（労働部） （毎日）

竹田泰樹

裁判官 横田昌紀

〃

ﾉノ

〃

〃
●

〃

〃

尾河吉久

(鳥取地裁米子支部から）

蒲田祐
一

（奈良家裁葛城支部から）

長谷川武久

山中洋美

(烏取家裁米子支部から）

岩崎雄
■ 一

品

岩佐圭祐

〃 岡野 慎也

(司法研修所付から）

第6民事部（倒産部） （毎日）

裁判官 中山誠

ﾉノ

一

吉澤邦和

(横浜家裁から）

〃 小川貴寛
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〃

〃

金川 誠

(神戸地裁へ）

藤田洋祐

(広島家裁福山支部へ）

第7民事部（租税・行政部） （月火木金）

裁判官 徳地

〃 ．

〃

〃

、

得ロ

新宮智之

太田章子

関 尭 配〃､、､

(第1民事部へ）

第8民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 中尾 彰

〃 松本明子

〃 神永 暁

〃 籔野拓輝

(第6刑事部へ）

第9民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 達野ゆき

〃

〃

〃

〃

相澤千尋

(広島家裁へ）

伊藤拓也

林村優雅

(第9刑事部へ）

黒川真吾

第10民事部（建築・調停部） （毎日）

裁判官 中川博文

ﾉノ 和田将紀

(宮崎地裁延岡支部へ）

〃 鈴木雅久

〃

ﾉノ

(兼）永田雄
一

橋本悠子

第11民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 土井文美

〃

〃

石原和孝

奥田達生

〃 小

〃

島 務

(横浜地裁へ）

宮澤裕登

〃

ﾉノ

金 洪周

(第14民事部から）

山本健太

(津地裁から）

第7民事部（租税・行政部）（月火木金）

裁判官 徳地

〃

ﾉノ

、 ロ ‐

得

新宮智之
1

太田章子

〃 牛擴裕輝

(広島地裁福山支部から）

第8民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 中尾 彰

〃 松本明子

〃

〃

〃

神永 暁

(兼）籔野拓輝

(兼務発令）

枚田雅樹

(第7刑事部から）

第9民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 達野ゆき

〃 古賀英武

． 〃

〃

(宮崎地裁都城支部から）

伊藤拓也

里
J0，、 川真吾

第10民事部（建築・調停部） （毎日）

裁判官 中川博文

〃 安木 進

〃

〃

(宮崎地裁から）

鈴木雅久

(兼）永田雄
一

〃 橋本悠子

第11民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 土井文美

〃

ﾉノ

〃

石原和孝

奥田達生

宮澤裕登
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第12民事部（普通部） （月火水金）

裁判官

ﾉノ

〃

／｣、 田真治

佐藤文子

(大津地裁長浜支部へ）

鶯坂計知

(秋田地裁能代支部へ）

ノノ 柏木桃子

(さいたま家裁川越支部へ）

第13民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 松本明敏

〃

〃

(東京高裁へ）

(代行）柴田義人

(職務代行解消）

伊澤大介

〃 （兼）中川和俊

〃 櫻井雅典

(東京地裁立川支部へ）

第14民事部（執行部） （毎日）

裁判官 金地香枝

(国税不服審判所へ）

〃 相澤

〃

〃

聡

(広島法務局へ）

金 洪周

(第6民事部へ）

第15民事部（交通部） （毎日）

秋本円香

裁判官 武田瑞佳

〃

〃

〃

〃

〃

島田正人

(大津地裁へ）

中武由紀

溝口 優

(岡山地裁へ）

久保貴紀

(神戸地裁尼崎支部へ）

安井龍明

〃 木戸口 極成

第12民事部（普通部） （月火水金）

裁判官

〃

〃

〃

ノl、 田真治

木山智之

(岡山家裁倉敷支部から）

大谷智彦

(最高裁総務局付から）

伊藤佳子

(第2刑事部から）

第13民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 成田晋司

ﾉノ

ﾉノ

(東京地裁から）

柴田義人

(大阪高裁から）

伊澤大介

〃 （兼）中川和俊

〃 豊田
｡ _

局 史

(第9刑事部から）

第14民事部（執行部） （毎日）

裁判官 森鍵
－

(第2民事部から）

ﾉノ 野上誠

〃

〃

〃

一

(松山地裁西条支部から）

松本幸奈

(岡山家裁津山支部から）

秋本円香

亀井奨之

(福井地裁から）

第15民事部（交通部） （毎日）

裁判官 武田瑞佳

〃

〃

〃

〃
P

中武由紀

中嶋謙英

(長崎地裁大村支部から）

安井龍明
句

那波郁香

(和歌山地裁新宮支部から）

〃 木戸口 匠成
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〃

〃

藤田 － 真

(さいたま家裁熊谷支部へ）

林 憲太朗

第16民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 石丸将利

〃

〃

〃

堀部麻記子

(和歌山地裁へ）

村上貴昭

武藤 遼

第17民事部（医事部） （月火水木）

裁判官 徳増誠

〃

〃

〃

へ4 －

葛西功洋

井上結美子

(大分地裁中津支部へ）

西田篤史

(宮崎地裁へ）

第18民事部（普通部） （月火水金）

裁判官 横田典子

〃

(第2民事部へ）

玉田雅義

〃 中山周子

〃

（福岡家裁飯塚支部へ）

第19民事部（医事部） （毎日）

比舍昌志

裁半|」官 田口治美

〃

(東京家裁へ）

能宗美和

〃 ノ

〃

j、川貴裕

小西池 将

第20民事部（医事部） （月火水金）

裁判官 冨上智子

〃 長谷川利明

〃

〃

植田裕紀久

大西康平

(神戸地裁姫路支部へ）

〃

ﾉノ

〃

高橋憲太

(最高裁家庭局付から）

横井千穂

(札幌家裁小樽支部から）

林 憲太朗

第16民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 石丸将利

〃

〃

〃

鈴木千恵子

(千葉地裁佐倉支部から）

村上貴昭

武藤 遼

第17民事部（医事部） （月火水木）

裁判官 徳増誠

〃

〃

〃

一

葛西功洋

皆川 更

（岡山家裁から）

手嶋悠生

(前橋地裁から）

第18民事部（普通部） （月火水金）

裁判官 宮崎朋紀

〃

〃

〃

(大阪高裁から）

長 丈博

(大分地裁日田支部から）

第19民事部（医事部） （毎日）

玉田雅義

比舍昌志

裁判官 大森直哉

(大阪高裁から）

〃 能宗美和

〃 ノ

〃 ノ

j、川貴裕

l､西池 将

第20民事部（医事部） （月火水金）

裁判官 冨上智子

〃 長谷川利明

〃 植田裕紀久

〃 若松達郎
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第21民事部（知的財産権部） （火木）

裁判官 武宮英子

ﾉノ 杉浦
一

輝

(山口地裁宇部支部へ）

〃 （兼）布目真利子

〃

(兼務解消）

峯 健一郎

第22民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 松本展幸

ﾉノ

〃

〃

直江泰輝

坂川波奈子

(神戸地裁豊岡支部へ）

加藤雄大

第23民事部（普通部） （月火水木）

裁判官 西岡繁靖

〃 芝田由平

〃 河野申二郎

(名古屋地裁へ）

〃 上田郁也

〃

(第13刑事部へ）

堀田らな

第24民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 池上尚子

ﾉノ

〃

(大阪高裁へ）

山口敦士

鈴木基之

（宮崎家裁へ）
◆

鈴村悠恭〃

〃

(第1民事部へ）

田崎里歩

第25民事部（普通部） （火水木金）

裁判官

〃

〃

ノ｣、川嘉基

宮崎純一郎

岸田
｡

第26民事部（知的財産権部） （月木）

裁判官 松阿彌

〃 （兼）杉浦

一

一

一

郎

隆
輝

(金沢地裁から）

第21民事部（知的財産権部） （火木）

裁判官 武宮英子

〃 阿波野右起

(福岡家裁から）

〃 （兼）島田美喜子

〃

(兼務発令）

峯 健一郎

第22民事部（普通部） （火水木金）

裁判官

〃

〃

〃

松本展幸

直江泰輝

寺田幸平

(大津地裁長浜支部から）

加藤雄大

第23民事部（普通部） （月火水木）

裁判官

〃

靖
平

繁
由

岡
田

西
芝

〃 黒田 香

〃

(富山地裁から）

堀田らな

第24民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 ・ 野村武範

〃

〃

〃

(東京地裁から）

山口敦士

山中耕
一

(松江家裁から）

田崎里歩

第25民事部（普通部） （火水木金）

裁判官

〃

〃

〃

ノl、川嘉基

宮崎純一郎

岸田
一

一 郎

北岡佑太

(第13刑事部から）

第26民事部（知的財産権部） （月木）

裁判官 松阿彌 隆

〃 島田美喜子
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(中略）

〃

〃 .

(兼務解消）

布目真利子

(名古屋地裁豊橋支部へ）

(兼）峯 健一郎

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割

第1刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 加藤 陽

〃 大久保優子

〃 小

〃

斗十

早 啓紀

(第10刑事部へ）

第2刑事部（普通部） （毎日）

土肥大致

裁判官 西川篤志

〃

〃

(大阪高裁へ）

久禮博
一

(名古屋地裁へ）

0 ~

伊藤佳子

(第12民事部へ）

第3刑事部(普通部） （毎日）

裁判官 御山真理子

〃 千葉康 一

(大津家裁彦根支部へ）

〃 ．

第4刑事部（普通部） （毎日）

定松祐太朗

裁判官 内藤裕之

〃 (兼）大久保優子

ノノ （兼）小草啓紀

(兼務解消)．

(中略）

(神戸地裁尼崎支部から）

" (兼）阿波野右起

〃

(兼務発令）

(兼）峯 健一郎

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

あ

裁判官の配置及び開廷日害'1

第1刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 加藤 陽

〃

〃

第2刑事部（普通部） （毎日）

大久保優子

土肥大致

裁判官 近道暁郎

ﾉノ

(高松地裁から）

金友宏平

(第10刑事部から）

長谷川 豪〃

（宇都宮地裁から）

" （兼）伊藤佳子
↓

第3刑事部（普通部） （毎日）

(兼務発令）

裁判官 御山真理子

〃

〃

辻井由雅

(広島地裁から）

■ q

第4刑事部（普通部） （毎日）

裁判宮

〃

定松祐太朗

内藤裕之

(兼）大久保優子

（兼）士肥大致〃

(兼務発令）
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(中略）

第6刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 大寄
、 1－

得

(大阪高裁へ）

〃 安福幸江

〃 広嶋玲哉

(千葉地裁松戸支部へ）

第7刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 佐藤弘規

〃

〃

〃

(東京高裁へ）

松本英男

(兼）今泉堀太

第8刑事部（普通部） （毎日）

(兼務解消）

枚田雅樹

(第8民事部へ）

裁判官 田中伸 一

〃 本村曉宏

(岡山地裁へ）

〃 安曇大智

第9刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 矢野直邦

ﾉノ

〃

行方美和

豊田
－■ 一

局 史

(第13民事部へ）

第10刑事部（令状部） （毎日）

裁判官 長瀬敬昭

〃

〃

〃

後藤有己

(広島地裁へ）

設樂大輔

(第13刑事部へ）

金友宏平

(第2刑事部へ）

（中略）

第6刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 山田裕文

〃

ﾉノ

(大阪高裁から）

安福幸江

籔野拓輝

(第8民事部から）

第7刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 三村三緒

〃

〃

(広島地裁から）

松本英男

吉田 開

(第3民事部から）

第8刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 田中伸

〃

〃

第9刑事部（普通部） （毎日）

一

角田康洋

(宮崎地裁から）

安曇大智

裁半|」 官 矢野直邦

ノノ 行方美和

〃 林村優雅

(第9民事部から）

第10刑事部（令状部） （毎日）

裁判官 長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

増尾 崇

(司法研修所から）

湯川
｡ －

品

(第14刑事部から）

中井太朗

(広島地裁呉支部から）

青木勇人

(静岡地裁沼津支部から）

〃 ．

〃
●

丸谷昂資

(弁護士職から）

奥野育美

(名古屋地裁から）
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

森田千尋

山田明日香

伊藤佑貴

水谷 翔

青木崇史

(長野地裁諏訪支部へ）

安藤 ／

二一

同泉

(宮崎地裁へ）

薦田
、 ロ -

得 平

竹本真梨子

(静岡家裁浜松支部へ）

第11刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 （兼）内藤裕之

ﾉノ (兼）大久保優子

〃 （兼）小草啓紀

第12刑事部（租税部） （毎日）

(兼務解消）

裁判官 渡部市郎

〃

〃

〃

梶川匡志

中山 知

(福岡地裁田川支部へ）

今泉堀太

〃 （兼）枚田雅樹

第13刑事部（普通部） （毎日）

(兼務解消）

裁判官 岩崎邦生

〃

ﾉノ ､

梅澤利昭

(富山地裁へ）

北岡佑太

(第25民事部へ）

第14刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 坂口裕俊

〃

〃

湯川
■ _

品

(第10刑事部へ）

岡野哲郎

(第10刑事部へ）

〃 小 草啓紀

(第1刑事部から）

〃 岡野哲郎

〃

〃

〃

〃

〃

(第14刑事部から）

第11刑事部（普通部） （毎日）

森田千尋

山田明日香

伊藤佑貴

水谷 翔

薦田
、，

得、 平

裁判官 （兼）内藤裕之

〃 （兼）大久保優子

〃 （兼）士肥大致

第12刑事部（租税部） （毎日）

(兼務発令）

裁判官 渡部市郎

〃

’ 〃

〃

梶川匡志

岩崎貴彦

(千葉地裁から）

今泉堀太

〃 （兼）枚田雅樹

第13刑事部（普通部） （毎日）

(兼務発令）

裁判官 岩崎邦生

ノノ 設樂大輔

〃

(第10刑事部から）

上田郁也

(第23民事部から）

第14刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 坂口裕俊

〃 倉成 章

(岡山地裁から）
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〃

第15刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

上寺紗也佳

裁判官 末弘陽

〃

〃

一

三澤節史
■

1局

〃 ノ

〃

第4編 支

橋里奈

j、澤 光

(青森地裁へ）

高矢輝乃

第1章 堺 支 部

(裁判官の配置）

部

第24条堺支部における裁判官の配置は、次の

とおりとする。

第1民事部A

裁判官 野田恵司

第1民事部B

〃

〃

〃

〃

〃

藤野美子

蛯名 日奈子

(大阪高裁へ）

(兼）國分 綾

(兼）湯浅徳恵

浅井 翼

(広島家裁へ）

裁判官 （兼）木太伸広

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）藤野美子

(兼）蛯名 日奈子

(兼務解消）

國分 綾

湯浅徳恵

(兼）琴岡佳美

〃 （兼）本田真理子

ﾉノ

〃

(兼）柿部泰宏

(兼務解消）

(兼）山根直輝

〃 (兼）浅井 翼

〃

第15刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

上寺紗也佳

裁判官 末弘陽

〃

〃

ﾉノ

一

史
奈

節
里

澤
橋

一
二
古
向

食 一

局 矢輝乃

第4編 支 部

第1章 堺 支 部

(裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は、次の

とおりとする。

第1民事部A

裁判官 野田恵司

第1民事部B

〃

ﾉノ

ﾉノ

〃

ﾉノ

藤野美子

真田尚美

(名古屋高裁から）

(兼）國分 綾

(兼）湯浅徳恵

嶋本有里子

(さいたま地裁から）

裁判官 （兼）木太伸広

〃

〃

〃

〃

〃 ．

〃

〃

〃

〃

(兼）藤野美子

(兼）真田尚美

(兼務発令）

國分 綾

湯浅徳恵

美
子
子
理
里

佳
真
有

岡
田
本

琴
本
嶋

ｊ
ｊ
ｊ

嫌
嫌
嫌

(兼務発令）

(兼）山根直輝

(兼）奥野佑麻
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(中略）

第2刑事部

〃

〃

(兼務解消）

(兼）竹内大明

(兼）西谷大吾

" （兼)蜷川省吾

(兼務解消）

裁判官 荒木未佳

〃

〃

〃

部に属しない裁判官

(中略）

西谷大吾

蜷川省吾

(佐賀地裁唐津支部へ）

柿部泰宏

(東京地裁へ）

裁判官 惣脇美奈子

〃

〃

安部朋美

池田美樹子

(東京地裁へ）

ﾉノ 今野智紀

(和歌山地裁へ）

〃 関 泰士

〃

(東京地裁へ）

塚上公裕

第2章 岸和田支部

(裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

裁判官 井上
一

成

他の裁判官の担当する事件を除くその

余の民事事件及び非訟事件

(中略）

第2刑事部

〃

〃

(兼務発令）

(兼）竹内大明

(兼）西谷大吾

〃 （兼）山田裕章

(兼務発令）

裁判官 荒木未佳

〃

〃

〃

部に属しない裁判官

(中略）

五
ロ
ー
旱

大
裕

谷
田

西
山

(横浜地裁から）

奥野佑麻

(岐阜地裁から）

裁判官 惣脇美奈子

〃 ‘

〃

大場めぐみ

(大阪高裁から）

安部朋美

" 吉澤暁子

〃

〃

(横浜地裁から）

塚 上公裕

平井美衣瑠

（中央労働委員会から）

第2章 岸和田支部

(裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする

裁判官

0

井上
一

成

他の裁判官の担当する事件を除くその

余の民事事件及び非訟事件
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』

裁判宮 寺田悠亮

刑事公判事件（再審請求事件を含

む。 ）の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分

事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59

条第1項若しくは第2項の申立てを受
一

けた地方裁判所の裁判官が行う事務の

2分の1

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか、他の裁判官の担当す

る事件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

裁判官 佐藤克則

民事訴訟事件（再審請求事件を含む｡）

の31分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。）の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1．

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

裁半ll 官 寺田悠亮

刑事公判事件（再審請求事件を含

む。 ）の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分

事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59

条第1項若しくは第2項の申立てを受

けた地方裁判所の裁判官が行う事務の

2分の1

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか、他の裁判官の担当す

る事件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

民事非訟事件の3分の1

裁判官 佐藤克則

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者．

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1
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令状事件の8分の2

過料事件

裁判官 織田佳代

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の4

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律(平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

裁判官 千葉沙織

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）

の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分

事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59

条第1項若しくは第2項の申立てを受

けた地方裁判所の裁判官が行う事務の

2分の1

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務の2分の1

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第4章に定める保護

命令申立事件、保護命令の効力停止の

申立事件及び保護命令の取消申立事件

の3分の2
p

令状事件の8分の2

過料事件

裁判官 織田佳代

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の4

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

裁半|」官 千葉沙織

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）

の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分

事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59

条第1項若しくは第2項の申立てを受

けた地方裁判所の裁判官が行う事務の

2分の1

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務の2分の1

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の2
面 '

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第4章に定める保護

命令申立事件、保護命令の効力停止の

申立事件及び保護命令の取消申立事件

の3分の2
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‐起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

裁判官 佐藤志保

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者

等再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分のl

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第4章に定める保

護命令申立事件、保護命令の効力停止

の申立事件及び保護命令の取消申立事

件の3分の1

令状事件の8分の’ （｜
■■■■) ‐
裁判官 水口美弥

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

裁判官 佐藤志保

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者

等再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第4章に定める保

護命令申立事件、保護命令の効力停止

の申立事件及び保護命令の取消申立事

件の3分の1

令状事件の8分の1 （■

■■）

(東京地裁から）

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9 ．

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別

清算事件の全部

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

1司時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別

清算事件の全部

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

14

32
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令状事件の8分の2

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）

民事非訟事件の3分の2

令状事件の8分の2

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）

, ’
裁判官 栩木純一中 ノ| ｜ 正充裁判官

(和歌山地裁から）(奈良家裁葛城支部へ）

令状事件の8分の］ (｜
■）

令状事件の8分の’ （｜

■）

(中略）(中略）

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、

34条第1項、第35条第1項、第36条、

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

第
第

（第5編（管内簡易裁判所)第1章第32条、

34条第1項、第35条第1項、第36条、

38条第1項及び第39条第1項） ，

別表5

第
第

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）(中略）

第6令状係（毎日）第6令状係（毎日）

裁判官（兼）長瀬敬昭

〃 （兼）増尾 崇

裁判官（兼）長瀬敬昭

〃 （兼）後藤有己

(兼務発令）（兼務解消）

〃 （兼）設樂大輔 〃 （兼）湯ノ| ’
古一
ケロ

(兼務発令）(兼務解消）

ノノ （兼）中井太朗〃 （兼）金友宏平

（兼務解消） (兼務発令）

〃 （兼）青木勇人

’ (兼務発令）

〃 （兼）丸谷昂資I

（兼務発令）

〃 （兼）奥野育美

(兼務発令）

〃 （兼）小草啓紀

（兼務発令）

" （兼）岡野哲郎

1 （兼務発令）

ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼

く
く
森
山
伊

森
山
伊

千尋

明日香

佑貴

千尋

明日香

佑貴

ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼

Ｉ
く

田
田
藤

田
田
藤

″
″
″

″
″
″

15
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〃 (兼）水谷 翔

〃 （兼）青木崇史

〃

(兼務解消）

(兼）安藤 ＝■同泉

(兼務解消）

〃 （兼）薦田
、

得0 平

〃 （兼）竹本真梨子

〃

〃

(兼務解消）

仙波陽子

畑村章夫

〃 東山裕実

ﾉノ

〃

〃

〃

丸橋俊幸

阿部昭彦

今田勝己

(兼）増田耕兒

〃 （兼）松林秀樹

〃 (兼）植田武志

第2章 堺簡易裁判所

(裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

裁判官 松田 亨

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の2

即決和解事件の2分の1

民事保全事件の5分の2
■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■

民事雑事件の5分の2

〃

ﾉノ

ﾉノ

(兼）水谷 翔

(兼）薦田
、 ロ ‐

得 平

仙波陽子

ノノ 畑村章夫

〃 東山裕実

〃 丸橋俊幸

〃

〃

阿部昭彦

今田勝己

〃 （兼）増田耕兒

ﾉノ

〃

(兼）松林秀樹

(兼）植田武志

第2章 堺簡易裁判所

(裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

／

裁判官 松田 亨

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の2

督促事件（支払督促申立却下処分に対

する異議事件、仮執行宣言の申立却下

処分に対する異議事件及び地方裁判所

の管轄に属する事件の不適法督促異議

事件）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

公示催告事件

即決和解事件の2分の･1

民事過料事件

民事保全事件の5分の3
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

、

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与
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交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官 三浦 恵

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の2

督促事件（支払督促申立却下処分に対

する異議事件、仮執行宣言の申立却下

処分に対する異議事件及び地方裁判所

の管轄に属する事件の不適法督促異議

事件）
－

公示催告事件

即決和解事件の2分の1

民事過料事件

民事保全事件の5分の3
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

民事雑事件の5分の2

刑事公判事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与

した略式命令事件を除く。 ）

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件

刑事雑事件の5分の2

● ●

裁判官（代行）藤田大生

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の1

した略式命令事件を除く。 ）

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件

刑事雑事件の5分の2

裁判官 三浦 恵

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の2

し ●

り ゆ

即決和解事件の2分の1

民事保全事件の5分の2
■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■

民事雑事件の5分の2

交通切符（三者即日処理方式）による

､略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の2

刑事雑事件の5分の2

他の裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁半|」 官（代行）藤田大生

民事訴訟事件の5分の1

民事少額訴訟事件の5分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の5分

の1
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I

民事雑事件の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による
■

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

刑事雑事件の5分の1

裁判官（代行）武田雄二郎

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件及び刑事略式命令事件

(待命）を除く刑事略式命令事件の2

分の1

裁判官（代行）三瀬英祐

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件及び刑事略式命令事件

(待命)を除く刑事略式命令事件の2

分の1

裁判官 （兼)藤野美子

(中略）

民事保全異議及び取消事件

第3章岸和田簡易裁判所

(裁判事務の分配）

第47条岸和田簡易裁判所における裁判事務の

分配は、次のとおりとする。

裁判官 福田人美

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の2分の1
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

民事少額訴訟事件

民事調停事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対

する異議事件、仮執行宣言の申立却下

民事雑事件の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

刑事雑事件の5分の1

裁判官（代行）武田雄二郎

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件及び刑事略式命令事件

(待命）を除く刑事略式命令事件の2

分の1

裁判官（代行）三瀬英祐

民事調停事件の2分の1

交通切符（三者即日処理方式）による

略式命令事件を除く刑事略式命令事件

(待命）の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による
〃

略式命令事件及び刑事略式命令事件
自

(待命）を除く刑事略式命令事件の2

分の1

裁判官 （兼）藤野美子

(中略）

民事保全異議及び取消事件

第3章岸和田簡易裁判所

(裁判事務の分配）

第47条岸和田簡易裁判所における裁判事務の

分配は、次のとおりとする ○

裁判官 福田人美

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の5分の3
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

民事少額訴訟事件

民事調停事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対

する異議事件、仮執行宣言の申立却下
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処分に対する異議事件及び地方裁判所

の管轄に属する事件の不適法督促異議

事件）

公示催告事件

民事過料事件

民事保全事件

即決和解事件

少額訴訟債権執行に関する事件

民事雑事件

刑事正式裁判事件

令状事件

他の裁判官の担当する事件を除くその

他の民事事件

他の裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官（代行）矢野靖人

〆

(中略）

ノノ （代行）苅谷 誠

(職務代行解消）

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の2分の1
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

刑事公判事件

刑事略式命令事件

交通待命（切符）略式命令事件

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更

に関する求意見に係る事務

第6編 司法行政事務の代瑠|眞序

(司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

(中略）

3岸和田支部長に差し支えがある場合の司法行

政事務を代理する者の順序は、次のとおりとす

る C

処分に対する異議事件及び地方裁判所

の管轄に属する事件の不適法督促異議

事件）

公示催告事件

民事過料事件

民事保全事件

即決和解事件

少額訴訟債権執行に関する事件

民事雑事件

刑事正式裁判事件

令状事件

他の裁判官の担当する事件を除くその

他の民事事件

他の裁判官の担当する事件を除くその

他の刑事事件

裁判官(代行）矢野靖人

(中略）

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の5分の2
Q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

刑事公判事件

刑事略式命令事件

交通待命（切符）略式命令事件

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更

に関する求意見に係る事務

第6編 司法行政事務の代理順序

(司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は、次のとおりとする。 ／

(中略）

3岸和田支部長に差し支えがある場合の司法行

政事務を代理する者の順序は、次のとおりとす

る 0



【機密性2】

〈

〆

（

《

20

38

、

第1順位
● 0

裁判官 中川正充
● 口

第2順位 裁判官佐,藤克貝ﾘ

(中略）

■ -

、

『

■

●

●

、

L ､
ｰ

b ●

■

｡

一
一

(中略）

附則
1■■■■■■■■■■■■■■■■

この規程は､令和5年4月
、

1 日から施行する。
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事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年3月2日諮問）

(令和5年4月1日実施）

39!

現 行 変 更 後

(中略）

第4編 支 部

第2章 岸和田支部

(裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

裁判官 井上
一

成

他の裁判官の担当する事件を除くその

余の民事事件及び非訟事件

裁判官 寺田悠亮

刑事公判事件（再審請求事件を含

む。 ）の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分

事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59

条第1項若しくは第2項の申立てを受

けた地方裁判所の裁判官が行う事務の

2分の1

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか、他の裁判官の担当す

る事件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

裁判官 佐藤克則

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

(中略）

第4編 支 部

第2章 岸和田支部

(裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は、次のとおりとする。

裁判官 井上 － 成

他の裁判官の担当する事件を除くその

余の民事事件及び非訟事件

裁判官 寺田悠亮

刑事公判事件（再審請求事件を含

む。 ）の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分

事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59

条第1項若しくは第2項の申立てを受

けた地方裁判所の裁判官が行う事務の

2分の1

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか、他の裁判官の担当す

る事件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

裁判官 佐藤克則

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9
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貢権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

美事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者信

服の開示に関する法律（平成13年注

牢第137号）第4章に定める発信者

青報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事ｲ4

を含む。 ）の2分の1

保傘異議及び保全取消事件の2分の1

行事件、財産開示事件及U

の情報酌得事ｲ牛左除く民菫

事件の3分0

聿壼イロ/△､童イ
疋屯f丸通1呂佼J劣従1共

の制限通ぴ卒信者‘陰

弓）第4

合事件j

宝杜乃7

ⅨノO元1己桓

れに付随す
0 1△へ-壷I削

ニ
ノ
造
‐

開
仕
報
堤

塞
コ
ゴ
ア
、

の1

附消車ｲ牛0

'l,規模個人再生事件及び綻

写生事件の2分の1

A身ｲ異.誰車仕の4，今の1

'｣､規模個人再生事件及び給与所得老

写生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の虹

幸立事件の4分の1

令状事件の8分の2
'1豆血31古IH－． ’

の椿

０
０
分
分
４
８
の
の
件
件
畔

事
事
奉

立
状
咽

ギ
ヘ
祠
凪

の31分の4

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事付

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執イミ

事件の3分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処矢

申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

判官 千葉沙織

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）

の2分の1

篭1回公半||期日前の勾留に閨する処受

D31分の4

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者‘陰

報の開示に関する法律（平成13年注

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

倍権執行事ｲ土財産開示事件Ⅱぴ笛二

昔からの情報取得琴

事件の3分の1

人身保護事件の4分

訴えの提起前におIj

申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

汁U事公判事件（門番託

の2分の1

篭1同公半||期日前のと

402
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事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59

条第1項若しくは第2項の申立てを受

けた地方裁判所の裁判官が行う事務の

2分の1

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務の2分の］

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第4章に定める保護

命令申立事件、保護命令の効力停止の

申立事件及び保護命令の取消申立事件

の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

裁判官 佐藤志保

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡ ）
の31分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者

等再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第4章に定める保

護命令申立事件、保護命令の効力停止

の申立事件及び保護命令の取消申立事

件の3分の1

令状事件の8分の2

事件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59

条第1項若しくは第2項の申立てを受

けた地方裁判所の裁半ll官が行う事務の

2分の1

更生保護法第52条第6項の規定によ

る特別遵守事項の設定又は変更に関す

る求意見に係る事務の2分の1

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取

得事件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第4章に定める保護

命令申立事件、保護命令の効力停止の

申立事件及び保護命令の取消申立事件

の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の

2分の1

裁判官 佐藤志保

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件、財産開示事件及び第三

者からの情報取得事件を除く民事執行

事件の3分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者

等再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の］

配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律第4章に定める保

護命令申立事件、保護命令の効力停止

の申立事件及び保護命令の取消申立事

件の3分の1

令状事件の8分の1 1

!■■■■）

裁判官 水口美弥

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

裁判官 今野 藍

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

３

41
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小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別

清算事件の全部

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成1 3年法

律第137号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

令状事件の8分の2

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件を除く再生事件の全部

会社更生事件、会社整理事件及び特別

清算事件の全部

民事保全事件（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情

報の開示に関する法律（平成13年法

律第1 37号）第4章に定める発信者

情報開示命令事件並びにそれに付随す

る提供命令事件及び消去禁止命令事件

を含む。 ）の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分

申立事件の4分の1

令状事件の8分の1 M _－l
■■■■）

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）

裁判官 中川正充

令状事件の8分の1」
■）

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）

裁判官 栩木純一

令状事件の8分の]回’

■

(中略） (中略）

附則
－

この規程Iま、令和5年4月1日から施行す施行す和5年4月1 る。

424
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事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年3月2日諮問）

(令和5年4月1日実施）

1

43

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第20民事部（医事部） （月火水金）

(中略）

裁判官 冨上智子

〃

〃

〃

長谷川利明

植田裕紀久

若松達郎

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第2刑事部（普通部） （毎日）

I

裁判官 近道暁郎

〃

〃 ．

ﾉノ

金友宏平

長谷川 豪

(兼）伊藤佳子

第3刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 御山真理子

〃 辻井由雅

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'1

第20民事部（医事部） （月火水金）

(中略）

裁判官 冨上智子

〃 長谷川利明

〃 植田裕紀久

〃 （代行）大西康平

〃

(職務代行発令）

若松達郎

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 近道暁郎

ﾉノ

〃

(代行）西川篤志

(職務代行発令）

金友宏平

〃 長谷川 豪

〃 （兼）伊藤佳子

第3刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 御山真理子

〃

〃

辻井由雅

(代行）千葉康
一
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(中略）

〃

L
●

C b

C

O

定松祐太朗

■ グ

P G

■ 6

第6刑事部（普通部）

1

(中略）

(毎日）

裁判官 山田裕文
、 0 0

， ●

〃

〃

● q O ， ■ ■

安福幸江
口 6

籔野拓輝

● 0 つ ■ ｡

6 ｡

■

C ･ P

P

，

● ● ●

､ ？

（ ．

●

C e

(中略）

ﾉノ

｡ ●

第6刑事部(普通部） （毎日）

裁判官
O 、

タ

ﾉノ

／

(職務代行発令）
◆
ロ

定松祐太朗

山田裕文

(代行）大寄
▲ 0

0 06

(中略）

〃

｡ ■

〃

6 ，

G I

附則
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

△

● 淳

(職務代行発令）

安福幸江

籔野拓輝

●

↓

｡ -

6 －

G・ ． . ，

この規程は、令和5年4月1日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年3月2日諮問）

(令和5年4月1日実施）

1

45

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第24民事部（普通部） （月火木金）

(中略）

裁判官 野村武範

ﾉノ 山口敦士

ノノ 山中耕

ﾉノ

一

田崎里歩

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第2刑事部（普通部） （毎日）

(中略）

裁判官 近道暁郎

〃

〃

〃

(代行）西川篤志

金友宏平

長谷川 豪

〃 （兼）伊藤佳子

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第24民事部（普通部） （月火木金）

(中略）

裁判官 野村武範

〃 山口敦士

〃 （代行）鈴木基之

(職務代行発令）

〃 山中耕

〃

－

田崎里歩

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 近道暁郎

〃

〃

〃

(中略）

(代行）西川篤志

(代行）久禮博
一

(職務代行発令）

金友宏平

〃 ． 長谷川 豪

〃 （兼）伊藤佳子
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年3月17日諮問）

（令和5年4月1日実施）

1

47

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第18民事部（普通部） （月火水金）

(中略）

裁判官 宮崎朋紀

ﾉノ

〃

〃

長 丈博

玉田雅義

比舍昌志

第3編 本庁刑事部

(中略）

第2章 裁判事務の分配

(その他の事件の配付）

第19条刑事補償請求事件、刑事訴訟法第18

8条の3，第362条、第500条、第501

条及び第502条による申立事件並びに総合法

律支援法第39条第3項による申立事件は、本

案の裁判をした部に配付する。ただし、本案の

裁判をした部が第4部又は第11部であるとき

は、令状部を除く各部に順次配付する。

(中略）

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第18民事部（普通部） （月火水金）

(中略）

裁判官 宮崎朋紀

ノノ （兼）横田典子

〃

〃

〃

(兼務発令）

長 丈博

玉田雅義

比舍昌志

第3編 本庁刑事部

(中略）

第2章 裁判事務の分配

(その他の事件の配付）

第19条刑事補償請求事件、刑事訴訟法第18

8条の3、第362条、第500条、第501

条及び第502条による申立事件並びに総合法

律支援法第39条第3項による申立事件は、本

案の裁判をした部に配付する。ただし、本案の

裁判をした部が第4部又は第11部であるとき

は、令状部を除く各部に順次配付する。

(中略）
ｩ j

7刑事訴訟法第222条第7項の処分の請求事



【機密性2】

2

48

7組織的犯罪処罰法第62条第1項（麻薬特例
■■■■■■

法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の規

定による共助の例によるとされる場合及び不正

競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法第

6章の規定による共助の例によるとされる場合

を含む。 ）の審査請求事件は、令状部を除く各

部に順次配付し、同法第65条第1項（麻薬特

例法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の

規定による共助の例によるとされる場合及び不

正競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法

第6章の規定による共助の例によるとされる場

合を含む。 ）の取消請求事件は、当該決定をし

た部に配付する。ただし、当該決定をした部が

第4部又は第11部であるときは、令状部を除

く各部に順次配付する。

8更生保護法第52条第6項の規定による特別
ー

遵守事項の設定又は変更に関する求意見に係る

事務は、令状部を除く各部が順次処理する。た

だし、その保護観察を言い渡した部がある場合

は、その部が処理する。

9裁判員法第3条第1項の対象事件からの除外
■■■■■■

請求（職権に係るものを含む。 ）事件、同法第

3条の2第1項の対象事件からの除外請求（職

権に係るものを含む。 ）事件､同法第35条第

1項（同法第38条第2項、第47条第2項及

び第92条第2項において準用する場合を含

む。 ）の異議申立事件、同法第41条第1項の

裁判員又は補充裁判員の解任請求事件（同条第

2項の規定により送付を受けた事件に限る。 ）

同法第42条第1項の異議申立事件、同法第4

3条第2項の通知に係る裁判員又は補充裁判員

の解任の事件及び第94条第1項の異議申立事

件は、その本案である裁判員事件が係属してい

る部（以下この項において「本案係属部」 とい
戸

フ ○ ）に配付し、令状部所属の裁判官のうち同

部の指定する者（以下この項において「令状部

裁判官」 という。 ）が処理する。 これらの事務

件は、令状部を除く各部に順次配付する。ただ

し、本案が係属しているときは、本案が係属し

ている部に配付する。

8組織的犯罪処罰法第62条第1項（麻薬特例
■■■■■■

法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の規

定による共助の例によるとされる場合及び不正

競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法第

6章の規定による共助の例によるとされる場合

を含む。 ）の審査請求事件は、令状部を除く各

部に||偵次配付し、同法第65条第1項（麻薬特

例法第23条により組織的犯罪処罰法第6章の

規定による共助の例によるとされる場合及び不

正競争防止法第40条により組織的犯罪処罰法

第6章の規定による共助の例によるとされる場

合を含む。 ）の取消請求事件は、当該決定をし

た部に配付する。ただし、当該決定をした部が

第4部又は第11部であるときは、令状部を除

く各部に順次配付する。

9更生保護法第52条第6項の規定による特別
■■■■■■

遵守事項の設定又は変更に関する求意見に係る

事務は、令状部を除く各部が順次処理する。た

だし、その保護観察を言い渡した部がある場合

は、その部が処理する。

10裁判員法第3条第1項の対象事件からの除
■■■■■■■■■■■■■

外請求（職権に係るものを含む。 ）事件、同法

第3条の2第1項の対象事件からの除外請求

(職権に係るものを含む。 ）事件、同法第35

条第1項（同法第38条第2項、第47条第2

項及び第92条第2項において準用する場合を

含む。 ）の異議申立事件、同法第41条第1項

の裁判員又は補充裁判員の解任請求事件（同条

第2項の規定により送付を受けた事件に限

る。 ） 、同法第42条第1項の異議申立事件、

同法第43条第2項の通知に係る裁判員又は補

充裁半ll員の解任の事件及び第94条第1項の異

議申立事件は、その本案である裁判員事件が係

属している部（以下この項において「本案係属

部」 とし 、
＞

フ ○ ）に配付し、令状部所属の裁判官

のうち同部の指定する者（以下この項において

｢令状部裁判官」 という。 ）が処理する。 これ



【機密性2】

3

49

の処理に限り、令状部裁判官を本案係属部所属

の裁判官とみなす。

10検察審査会による指定弁護士の指定又はそ
■■■■■■■■■■■■■

の取消しに関する事務（受訴裁判所の権限に属

するものを除く。 ）は、令状部が処理する。

11 平成30年5月16日付け最高裁刑二第1
■■■■■■■■■■■■■■

99号刑事局長、家庭局長、総務局長、経理局

長通達「刑事訴訟法第157条の6第2項に規

定する方法による証人等の尋問等の手続につい

て」により、共助事件に準じて取り扱われる嘱

託は、令状部を除く各部に順次配付する。

(中略）

第5編 管内簡易裁判所

(中略）

第1章 大阪簡易裁判所

(刑事公判係の事務の分配）

第37条刑事公判事件（略式命令又は交通即決

事件の裁判に対する正式裁判請求がされ、若し

くは略式命令又は交通即決事件の請求を不適法

又は不相当と認めて検察官に通知し、公判事件

として立件された事件（以下、 これらを総称し

て「刑事正式裁判事件」 という。 ）を除く。 ）

刑の執行猶予取消請求事件及び嘱託事件は、第

6項の場合を除き、各係に順次配布する。

(中略）

9更生保護法第52条第6項の規定による特別
■■■■■■

遵守事項の設定又は変更に関する求意見に係る

事務は、各係で順次処理する。

らの事務の処理に限り、令状部裁判官を本案係

属部所属の裁判官とみなす。

11 検察審査会による指定弁護士の指定又はそ
■■■■■■■■■■■■■

の取消しに関する事務（受訴裁判所の権限に属

するものを除く。 ）は、令状部が処理する。

12 平成30年5月16日付け最高裁刑二第1
1■■■■■■■■■■■■

99号刑事局長、家庭局長、総務局長、経理局

長通達「刑事訴訟法第157条の6第2項に規

定する方法による証人等の尋問等の手続につい

て」により、共助事件に準じて取り扱われる嘱

託は、令状部を除く各部に順次配付する。

(中略）

第5編 管内簡易裁判所

(中略）

第1章 大阪簡易裁判所

(刑事公判係の事務の分配）

第37条刑事公判事件（略式命令又は交通即決

事件の裁判に対する正式裁判請求がされ、若し

くは略式命令又は交通即決事件の請求を不適法

又は不相当と認めて検察官に通知し、公判事件

として立件された事件（以下、 これらを総称し

て「刑事正式裁判事件」 とし 、
＞

フ 0 ）を除く。 ）

刑の執行猶予取消請求事件及び嘱託事件は、第

6項の場合を除き、各係に順次配布する。

(中略）

9刑事訴訟法第222条第7項の処分の請求事
｝

件は、各係に順次配付する。ただし、本案が係

属しているときは、本案を担当する係に配付す

る 0
■■■■■■■■■■■■

』

10更生保護法第52条第6項の規定による特
■■■■■■■■■■■■

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見に係

る事務は、各係で順次処理する。
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この規程は､令和5年4月1日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年4月25日諮問）

（令和5年5月1日実施）

1

51

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第2民事部（租税・行政部） （月火水金）

(中略）

裁判官 横田典子

〃 （兼）森鍵

ﾉノ

〃

〃

一

(兼務解消）

田辺暁志

森 文弥

立仙早矢

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 近道暁郎

〃 （代行）西川篤志

（職務代行解消）

〃 （代行）久禮博

〃

一

(職務代行解消）

金友宏平

〃 長谷川 豪

〃 （兼）伊藤佳子

(兼務解消）

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略)．

裁判官の配置及び開廷日割

第2民事部（租税・行政部） （月火水金）

(中略）

裁判官 横田典子

ﾉノ

〃

〃

田辺暁志

森 文弥

立仙早矢

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

■ ザ

裁判官の配置及び開廷日害'1

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 近道暁郎

〃 金友宏平

長谷ﾉ| ’ 豪〃
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附則
1■■■■■■■■■■■■■■■■ ･ ・ ：

△ ｡

この規程は令和5年5月1日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年4月25日諮問）

(令和5年5月8日実施）

1

53

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第13民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 成田晋司

(中略）

〃

〃

ﾉノ

〃

柴田義人

伊澤大介

(兼）中川和俊

第15民事部（交通部） （毎日）

(兼務解消）

豊田
■ _

局 史

裁判官 武田瑞佳

(中略）

〃

〃

〃

〃

中武由紀

中嶋謙英

安井龍明

那波郁香

〃 木戸口

〃

〃

ﾛ -

局

匠成

橋憲太

横井千穂

〃 林 憲太朗

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第13民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 成田晋司

(中略）

〃

ﾉノ

〃

第15民事部（交通部） （毎日）

柴田義人

伊・澤大介

豐田
■ _

局 史

裁判官 武田瑞佳

(中略）

附則
1■■■■■■■■■■■■■■■■■

〃

〃

中武由紀

中嶋謙英

〃 安井龍明

〃 那波郁香

〃 木戸口

〃

〃

ﾉノ

〃

ﾛ -

局

腫成

橋憲太

横井千穂

(兼）中川和俊

(兼務発令）

林 憲太朗

この規程は、令和5年5月8日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年4月25日諮問）

(令和5年5月10日実施）

1

54

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

(中略）

第7係（月水金） 裁判官 田中清道

(中略）

(定年退官）

〃 宮川 隆
■■■■■■

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'l

第1 民事公判係

(中略）

第7係（月水金）

(中略）

附則
■■■■■■■■■■■■■■■■

る

裁判官 宮川 隆
一

この規程は、令和5年5月10日から施行す

0
■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年4月25日諮問）

(令和5年5月14日実施）

1

55

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）

第4刑事公判係

第1係（月水木）裁判官（兼）松林秀樹

（兼務解消）

〃 （兼）植田武志
一

第2係（月水木） 〃 増田耕兒

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係裁判官 松林秀樹

(2)交通即決略式係

第6令状係（毎日）

(定年退官）

〃 植田武志
一

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）増田耕兒

(兼）仙波陽子

(兼）畑村章夫

(兼）東山裕実

(兼）丸橋俊幸

〃 （兼）阿部昭彦

〃 (兼）今田勝己

裁判官 足立和城

〃 立川唱寛

裁判官（兼）長瀬敬昭

〃

〃

(兼）増尾 崇

(兼）湯川
■ 一

元

〃 （兼）中井太朗

〃

〃

(兼）青木勇人

(兼）丸谷昂資

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）

第4刑事公判係

第1係（月水木）

裁判官（兼）植田武志
q■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第2係（月水木） 〃 増田耕兒

第5略式係（毎日）

(1)普通略式係

裁判官 植田武志
－■

(2)交通即決略式係

第6令状係（毎日）

〃 （兼）増田耕兒

〃

〃

(兼）仙波陽子

(兼）畑村章夫

〃 （兼）東山裕実

〃

〃

〃

(兼）丸橋俊幸

(兼）阿部昭彦

(兼）今田勝己

裁判官 足立和城

〃 立川唱寛

裁判官（兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

ﾉノ

(兼）増尾 崇

(兼）湯川
血 一

品

(兼）中井太朗

(兼）青木勇人

〃 （兼）丸谷昂資



【機密性2】

2

56

(中略）

〃 （兼）奥野育美

〃

〃

〃

〃

〃

(兼） ノ」
一・

、早 啓紀

(兼）岡野哲郎

(兼）森田千尋

(兼）山田明日香

(兼）伊藤佑貴

（兼）水谷 翔〃

〃 （兼）薦田

〃

、 白 三

俘 平

仙波陽子

〃 畑村章夫

〃

ﾉノ

東山裕実

丸橋俊幸

〃 阿部昭彦

〃

〃

今田勝己

(兼）増田耕兒

〃 （兼）松林秀樹

(兼務解消）

〃 （兼）植田武志

(中略）

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

(兼）奥野育美

(兼）小草啓紀

(兼）岡野哲郎

(兼）森田千尋

(兼）山出明日香

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

ノノ （兼）薦田

〃

、 ■ -

得 平

仙波陽子

〃 畑村章夫

〃 東山裕実

〃 丸橋俊幸

〃 阿部昭彦

〃

〃

〃

今田勝己

(兼）増田耕兒

(兼）植田武志

● ■

附則
－

る

この規程は、令和5年5月14日から施行す

○
■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年5月19日諮問）

(令和5年5月27日実施）

1

57

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

(中略）

第11係（月水金）裁判官 西田文則

(中略）

〃
ロ■■■■■

(定年退官）

池尻修三

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第

38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'1

第1 民事公判係

(中略）

第11係（月水金）

(中略）

附則
q■■■■■■■■■■■■■■■■■

る

裁判官 池尻修三
q■■■■■■■■■■■■■■■■■

この規程は、令和5年5月27日から施行す

○
■■■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年5月19日諮問）

（令和5年6月1日実施）

1

58

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'l

第20民事部（医事部） （月火水金）

(中略）

裁判官 冨上智子

〃 長谷川利明

〃 植田裕紀久

〃 （代行）大西康平

(職務代行解消）

〃 若松達郎

第24民事部（普通部） （月火木金）

(中略）

裁半ll 官 野村武範

〃 山口敦士

〃 （代行）鈴木基之

（職務代行解消）

〃 山中耕

〃

一

田崎里歩

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害l1

第3刑事部（普通部） （毎日）

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'1

第20民事部（医事部） （月火水金）

(中略）

裁半ll 官 富上智子

〃

〃

〃

長谷川利明

植田裕紀久

若松達郎

第24民事部（普通部） （月火木金）

(中略）

裁判官 野村武範

〃

〃

〃

山口敦士

山中耕
一

田崎里歩

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第3刑事部（普通部） （毎日）



【機密性2】

2

59

(中略）

裁判官 御山真理子

〃 辻井由雅

〃 （代行）千葉康

〃

ー P

?一一

(職務代行解消）

第12刑事部（租税部） （毎日）
､ ■

裁判官

〃 ．
0 F

〃

〃

〃

6

C U

定松祐太朗

■ 6

渡部市郎

梶川匡志

岩崎貴彦

今泉堀‘太

(兼).枚田雅樹

(兼務解消）
0 ●

I C

C G

(中略）

● 6

q ひ

勺

｡
『

C

■

G I

C ”

C 寺

(中略）

ｂ
●

裁判官 御山真理子

〃 辻井由雅

〃 ． ‘

C e

第12刑事部（租税部） （毎日）

定松祐太朗

C ‐

(中略）

附、則

裁判官 渡・部市郎
C O

ノノ

ﾉノ

’〃

a ら

梶川匡志

岩崎貴彦

今泉堀太

q 、

■
●

P

●

1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0

d c

この規程は、令和5年6月1日から施行する。



【機密性2】

～

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年5月19日諮問）

(令和5年6月14日実施）

1

60

現 行 変 更 後

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第10刑事部（令状部） （毎日）

裁判官 長瀬敬昭

〃 増尾 崇

〃 湯川

〃

〃

〃

(中略）

ﾉノ

凸 呈

品

中井太朗

青木勇人

丸谷昂資

奥野育美

〃 小

〃

〃

〃

〃

〃

〃

÷←

早 啓紀

岡野哲郎

森田千尋

山田明日香

伊藤佑貴

水谷 翔

(長崎家地裁へ）

薦田
、｡

得、 平

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'l

(中略）

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'l

p

第10刑事部（令状部） （毎日）

P

(中略）

裁判官 長瀬敬昭

〃 増尾 崇

〃 湯川

〃

〃

〃

〃

■ _

品

中井太朗

青木勇人

丸谷昂資

奥野育美

〃 小

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

升．

早 啓紀

岡野哲郎

森田千尋

山田明日香

伊藤佑貴

薦田
、 ロ

’ ‘得 平

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'1

(中略）
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第6令状係（毎日）

(中略）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

(兼）増尾 崇

(兼）湯川
日 二

鳧

(兼）中井太朗

(兼）青木勇人

(兼）丸谷昂資

(兼）奥野育美

(兼）小草啓紀

(兼）岡野哲郎

（兼）森田千尋ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

。 〃

ﾉノ

〃

〃

ﾉノ

〃

(兼）山田明日香

(兼）伊藤佑貴

(兼）水谷 翔

(兼務解消）

(兼）薦田
、‘ R △

得 平

仙波陽子

畑村章夫

東山裕実

丸橋俊幸

阿部昭彦

今田勝己

(兼)増田耕兒

(兼）植田武志

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
、

(兼）増尾 崇

(兼）湯川 亮

(兼）中井太朗

(兼）青木勇人

(兼）丸谷昂資

(兼）奥野育美

(兼）小草啓紀

(兼）岡野哲郎

〃 （兼）森田千尋

〃

〃 ．‘

〃

ノノ

(中略）

一

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃
●

〃

(兼）山田明日香

(兼）伊藤佑貴

(、

(兼）薦田
、 ロ -

得 平

仙波陽子

畑村章夫

東山裕実

丸橋俊幸

阿部昭彦

今田勝己

(兼）増田耕兒

(兼）植田武志

4

附則
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

る

この規程は、令和'5年6月14日から施行す

0
■■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

（令和5年6月9日諮問）

(令和5年6月28日実施）

1

62

Ｃ
Ｄ
夕 現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

(中略）

裁判官 井上直哉

〃

〃

三宅知三郎

太田多恵

〃 仲井葉月

〃

〃

〃

島崎乃

関 尭

奈

配
J、、、

宮原翔子

〃 鈴村悠恭

〃

〃

ﾉノ

ﾉノ

ノノ■

〃

〃

植村
一

イ
一
一

林 奈桜

丸林裕矢

(鹿児島地家裁へ）

永田雄 一

浜崎俊文

中川和俊

橋本康平

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第10刑事部（令状部） （毎日）

裁判官 長瀬敬昭

〃 ． 増尾 崇

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

(中略）

裁判官 井上直哉

〃 …

ﾉノ

三宅知三郎

太田多恵

〃 仲井葉月

〃

〃

〃

島崎乃奈

関 尭 臣B
J､、、

宮原翔子

〃 鈴村悠恭

〃 植村

ﾉノ

〃

ﾉノ

ﾉノ

ﾉノ

一

仁

林 奈桜

永田雄
一

浜崎俊文

中川和俊

橋本康平

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第10刑事部（令状部） （毎日）

裁判官 長瀬敬昭

〃 増尾 崇
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(中略）

〃

ﾉノ

〃

ﾉノ

〃

湯川
■一

鳧

中井太朗

吉木勇人

丸谷昂資

奥野育美

〃 小

〃

〃

〃

〃

〃

苓一

早 啓紀

岡野哲郎

森田千尋

山田明日香

伊藤

薦田

佑貴
、副

惇■ 平

(水戸地家裁へ）

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'1

(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

″
″

(兼）増尾 崇

(兼）湯川

(兼）中井

■ 一

品

太朗

(兼）青木勇人

(兼）丸谷昂資

(兼）奥野育美

(兼）小草啓紀

〃 （兼）岡野哲郎

ﾉノ

〃

〃

ﾉノ

〃

(兼）森田千尋

(兼）山田明日香

(兼）伊藤佑貴

(兼）薦田
、． Q －

拝 平

(兼務解消）

仙波陽子

(中略）

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

湯川
＊ 空

品

中井太朗

青木勇人

丸谷昂資

奥野育美

〃 ノ

〃

ﾉノ

〃

〃

l､草啓紀

岡野哲郎

森田千尋

山田明日香

伊藤佑貴

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

(兼）増尾 崇

(兼）湯川
n,一

品

朗
人

太
勇

井
木

中
冑

１
１
兼
兼く

〃 （兼）丸谷昂資

〃

〃

(兼）奥野育美

(兼）小草啓紀

（兼）岡野哲郎〃

〃 (兼）森田千尋

〃 （兼）山田明日香

〃 （兼）伊藤佑貴

〃 仙波陽子
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64

I

｡

〆

、

〃 畑村章夫
’

ら

〃 東山裕実

丸橋俊幸〃

● －

〃 阿部昭彦

〃 ‘
→G

勺 一

今田勝己

． 〃 （兼）増田耕兒
■ 令
勺

〃 ’ら

■ 心

(兼）植田武志
b O

，

(中略）

c c

6 勺

■ 凸

● ‐

■ ~

C 〆 ~

■ 、

● －

も

今

（

『 ●

オ ● ■6

C q －

合

6

〃
● ら

〃
C ■

畑村章夫

東山裕実
● P

●

1

6 4

〃 丸橋

〃｡
､

C

●

b

(中略）

附則

日
毎

〃

〃

〃

６
の

巾
毎

俊幸

阿部昭彦

今田勝己

(兼）増田耕

(兼)植田武
口 6

C ‐

守 9

旬 6

P ‐

■

●
●

申U ●
Q ~

兒
志

－－の

9 －

G c

、 ぴ

、 0 ◆
一 ｡

る

｝
」の
一

。 ．

■ I

規程は、令和5年6月28日から施行す
● q

6

｡

●

､ -

一 ． △



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年6月9日諮問）

(令和5年7月1日実施）

1

65

現 行 変 更 後

第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第8民事部（普通部） （月水木金）

(中略）

裁判官 中尾 彰

〃

ﾉノ

ﾉノ

〃

松本明子

神永 暁

(兼）籔野拓輝

(兼務解消）

枚田雅樹

第18民事部（普通部） （月火水金）

(中略）

裁判官 宮崎朋紀

ﾉノ （兼）横田典子

〃

〃

〃

(兼務解消）

長 丈博

玉田雅義

比舍昌志
ノ

1

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第6刑事部（普通部） （毎日）

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第8民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 中尾 彰

〃
●

(中略）

〃

〃

松本明子

ﾈ申永 暁

枚田雅樹

第18民事部（普通部） （月火水金）

(中略）

裁判官 宮崎朋紀

〃

〃

〃

長 丈博

玉田雅義

比舍昌志

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日害'1

第6刑事部（普通部） （毎日）
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(中略）

裁判官 ：‐ 山田裕文

〃
●

Q ･

巾
毎 (代行）大寄

、 P

ノ

淳

(職務代行解消）
6 1 ．

〃
I

’
6

■ ●

C ●

ﾉノ

■ P b

L C

心
Ｄ
Ｉ 安福 幸

ノ

江

籔‘野拓輝
P ｡ ｡

●

P

｡

C ■ ●

●

●

◆

6

J

裁判官 山田裕文

L

C C

q

g

L

‐ ら

〃

． 〃●

L Q ｰ

(中略）

附貝リ
l■■■■■■■■■■■■■■■■

■ ①

安福幸江

籔野‘拓輝

◆ q

０
金

●

C つ じ

9 句
b

C ‐ ■

この規程は、令和5年7月1日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年6月9日諮問）

(令和5年7月4日実施）

1

67

現 行 変 更 後

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第10刑事部(令状部） （毎日）

(中略）

裁判官 長瀬敬昭

ﾉノ

〃

〃

〃

〃 －

〃

増尾 崇

湯川
｡ －

品

中井太朗

青木勇人

丸谷昂資

奥野育美

〃 ／

〃

〃

〃

〃

l、草啓紀

(松江地家裁へ）

岡野哲郎

森田千尋

山田明日香

伊藤佑貴

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼）長瀬敬昭

(第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第10刑事部（令状部） （毎日）

(中略）

裁判官 長瀬敬昭

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

増尾 崇

湯川
■ 一

品

中井太朗

吉木勇人

丸谷昂資

奥野育美

岡野哲郎

森田千尋

山田明日香

伊藤佑貴

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日筈'l

(中略）

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼）長瀬敬昭
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(中略）

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

(兼）増尾 崇

(兼）湯川 亮

(兼）中井太朗

(兼）青木勇人

(兼）丸谷昂資

（兼）奥野育美ﾉノ

〃

〃

(兼)小草啓紀

（兼務解消）

(兼）岡野哲郎

（兼）森田千尋〃

ﾉノ (兼）山田明日香

〃 （兼）伊藤佑貴

〃 仙波陽子

〃 畑村章夫

〃

〃

〃

〃

〃

〃

東山裕実

丸橋俊幸

阿部昭彦

今田勝己

(兼）増田耕兒

(兼）植田武志

(中略）

附則
I■■■■■■■■■■■■■■■■■

〃

〃

(兼）増尾 崇

(兼）湯川
＝■ 一

品

〃． （兼）中井太朗

〃

〃

(兼）青木勇人

(兼）丸谷昂資

〃 （兼）奥野育美

ﾉノ (兼）岡野哲郎

〃 （兼）森田千尋

〃

〃

(兼）山田明日香

(兼）伊藤佑貴

仙波陽子〃

〃

〃

〃

畑村章夫

東山裕実

丸橋俊幸

〃 阿部昭彦

〃

〃

〃

今田勝己

(兼）増田耕兒

(兼）植田武志

この規程は、令和5年7月4日から施行する。



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

（令和5年6月9日諮問）

(令和5年7月12日実施）

1

69

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害リ

第1 民事公判係

(中略）

第17係（月火木）裁判官 大迫隆

(中略）

一

一

(定年退官）

〃 和田
一

一

臣

第2民事特殊事件係（即決和解、公示催告、督

促、保全、非訟等） （毎日）

(中略）

､

裁判官（兼）井上直哉

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

村岡 寛

菅 浩次

倉田孝雄

森本幸治

山下雅資

中村浩之

〃 西村実信

〃 内藤智機

ノノ （兼）大迫隆

〃

一

一

(兼務解消）

(兼）和田
一

臣

〃 （兼）川畠ll勝巳

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害II

第1 民事公判係

(中略）

第17係（月火木）

(中略）

裁判官 和田
■■■■■■■■■■■■■■■■

一

臣

第2民事特殊事件係（即決和解、公示催告、督

促、保全、非訟等） （毎日）

(中略）

裁判官（兼）井上直哉

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

村岡 寛

菅 浩次

倉田孝雄

森本幸治

山下雅資

中村浩之

西村実信

内藤智機

〃 （兼）和田

〃

一

臣

(兼）川副勝巳
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【機密性2】

大
阪
地
方
裁
判
所
執
行
官
事
務
分
配
規
程
変
更
（
案
）

（
令
和
五
年
五
月
二
十
四
日
実
施
）

（
令
和
五
年
五
月
十
九
日
諮
問
）

71

（
岸
和
田
支
部
の
事
務
分
配
）

第
十
七
条
岸
和
田
支
部
に
勤
務
す
る
執
行
官
が
取
り
扱
う
べ
き
事
務
の

う
ち
、

別
表
一
の
事
務
（
た
だ
し
、
第
一
の
2
、

3

4

６
号
の
事
務

を
除
く
。
）
を
総
括
執
行
官
補
佐
に
分
配
し
、
別
表
一
の
潮
１
１
刺
２
、

3

4

６
号
及
び
別
表
三
の
事
務
を
、
各
区
分
ご
と
に
、
受
理
の
順

序
に
従
い
、
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
順
序
で
、
各
執
行
官
に
順
次

事
務
を
分
配
す
る
。

（
中
略
）

M

’
○

変
更
後

（
岸
和
田
支
部
の
事
務
分
配
）

第
十
七
条
岸
和
田
支
部
に
勤
務
す
る
執
行
官
が
取
り
扱
う
べ
き
事
務
の

う
ち
、
別
表
一
の
事
務
（
た
だ
し
、
第
一
の
２
，
３
，
４
，
６
号
の
事
務

を
除
く
。
）
を
総
括
執
行
官
補
佐
に
分
配
し
、
別
表
一
の
２
，
３
，
４
，

６
号
及
び
別
表
三
の
事
務
を
、
各
区
分
ご
と
に
、
受
理
の
順
序
に
従
い
、

所
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
順
序
で
、
各
執
行
官
に
順
次
事
務
を
分
配

す
る
。

（
中
略
）

現
行



【機密性2】

決議事項
１

(令禾口5年6月SO 日）
’

、

ノ

ノ

心

、

／

「

、
、

I

ノ



【機密性2】

大
阪
地
方
裁
判
所
司
法
行
政
事
務
処
理
規
程
変
更
（
案
）

（
令
和
五
年
六
月
三
十
日
付
議
）

（
令
和
五
年
六
月
三
十
日
実
施
）

1

第
四
条
常
任
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
常
任
委
員
で
組
織
す
る
。

一
所
長

二
ゞ
所
長
代
行
者
（
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
の
所
長
代
行
者
を
い

＞

フ
0

ー

三
堺
支
部
長
及
び
岸
和
田
支
部
長

四
民
事
上
席
裁
判
官
及
び
刑
事
上
席
裁
判
官

五
本
庁
の
民
事
部
の
各
部
測
制
削
笥
支
部
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
官
か
ら

選
出
す
る
三
人
（
う
ち
一
人
は
、
判
事
の
権
限
を
有
す
る
判
事
補
）

０

の
裁
判
官

六
本
庁
の
刑
事
部
の
各
部
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
官
か
ら
選
出
す
る
三

人
（
う
ち
一
人
は
、
判
事
の
権
限
を
有
す
る
判
事
補
）
の
裁
判
官

（
中
略
）

現

行

第
四
条
常
任
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
常
任
委
員
で
組
織
す
る
。

一
所
長

凸

二
所
長
代
行
者
（
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
の
所
長
代
行
者
を
い

ア

ブ
0

ー

三
堺
支
部
長
及
び
岸
和
田
支
部
長

四
民
事
上
席
裁
判
官
及
び
刑
事
上
席
裁
判
官

五
本
庁
刑
刑
剃
到
刻
訓
の
民
事
部
の
各
部
淵
荊
削
制
引
抑
町
支
部
に
配
置

さ
れ
た
裁
判
官
か
ら
選
出
す
る
三
人
（
う
ち
一
人
は
、
判
事
の
権
限

を
有
す
る
判
事
補
）
の
裁
判
官

六
本
庁
測
州
刷
到
判
訓
の
刑
事
部
の
各
部
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
官
か
ら

選
出
す
る
三
人
（
う
ち
一
人
は
、
判
事
の
権
限
を
有
す
る
判
事
補
）
の

裁
判
官

（
中
略
）

Ⅱ’
変
更
後



【機密性2】

2

前
三
坂
の
鏥

舌
員
の
選
出
の

及
ひ
支
剖
に
配
置

〃
ゾ
、

刀 し

民

事名

部月｜

鮓
古方

常
任
委
員
及
び
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
選
出
及
び
任
期
に
関
す
る
規
程
変
更
（
案
）

訓
項
の
判
エ
學
砕
解
の
市

Ｈ
Ⅱ
』
‐
『
ｕ
ノ
ラ
／
Ｃ
旬
〃
ｖ
正
肌
朏

争
の
権
限
を
右

ー

フ
○

Ｚ
唇
囲
斗
ユ
兄

＞

フ
0

…

本
匹
条
第
一
‐
曠
価

ア

ブ
○

ー

（
令
和
五
年
六
月
三
十
日
付
議
）

（
令
和
五
年
六
月
三
十
日
実
施
）

2

現

行

第
四
条
選
挙
は
、
裁
判
官
会
議
を
組
織
す
る
裁
判
官
が
、
次
に
掲
げ
る

区
分
に
従
い
、
各
別
に
こ
れ
を
行
う
。

一
本
庁
測
刑
剃
訓
刈
訓
の
民
事
部
淵
荊
削
制
用
荊
‐
剛
支
部

部
」
と
い
ｰ

フ
○

）
．

二
本
庁
刷
刑
剃
刻
刻
訓
の
刑
事
部

（
中
略
）

（
以
下
「
民
事

（
以
下
「
刑
事
部
」
と
い
シ

フ
0

…

第
十
三
条
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
選
出
す
る
の
は
、
大
阪
地
方
裁
判
所
の
本

23

庁
及
び
支
部
に
配
置
さ
れ
た
判
事
の
権
限
を
有
し
な
い
判
事
補
を
選
挙

一

人
と
す
る
選
挙
に
よ
る
。

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
は
、
前
項
の
判
事
補
の
中
か
ら
、
第
四
条
の
区
分
に

従
い
、
一
人
ず
つ
選
出
す
る
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
選
出
及
び
任
期
は
、
常
任

委
員
の
選
出
の
例
に
よ
る
。

（
中
略
）

’
変
更
後



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

ｊ
ｊ
議
施
付
実
日
日
０
０

３
１
月
月
６
７
年
年
５
５
和
和
伶
伶

3

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

(中略）

裁判官

〃

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

井上直哉

三宅知三郎

太田多恵

仲井葉月

島崎乃奈

関 尭 臣B
J､、､

宮原翔子

鈴村悠恭

植村
一

イ
一
一

林 奈桜

永田雄
一

浜崎俊文

中川和俊

橋本康平

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日害'1

第1民事部（保全部） （毎日）

(中略）

附則
｡■■■■■■■■■■■■■■■■■

る

裁判官 井上直哉

〃

ﾉノ

〃

〃

ﾉノ

〃 ．

ノノ●

〃

ﾉノ

〃 ．

〃

〃

〃

〃

三宅知三郎

太田多恵

仲井葉月

島崎乃奈

関 尭 匝日
j,、、

宮原翔子

鈴村悠恭

植村
－

イ
一
一

林 奈桜

永田雄
一

浜崎俊文

中川和俊

橋本康平

(代行）山田裕責

(職務代行発令）

(神戸地家裁尼崎支部から）

この規程は、令和5年7月10日から施行す

0
■■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年6月30日付議）

(令和5年7月18日実施）

4

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第15民事部（交通部） （毎日）

(中略）

裁判官 武田瑞佳

〃

ﾉノ

〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

中武由紀

中嶋謙英

安井龍明

那波郁香

木戸口
■ 一

局

匠成

橋憲太

横井千穂

(兼）中川和俊

（兼務解消）

林 憲太朗

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

(中略）

裁判官の配置及び開廷日割

第15民事部（交通部） （毎日）

(中略）

附則
q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

る

裁判官 武田瑞佳

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

、 〃

〃

〃

中武由紀

中嶋謙英

安井龍明

那波郁香

木戸口
､ 一

局

直成

橋憲太

横井千穂

林 憲太朗

(兼）山田裕貴

(兼務発令）

この規程は、令和5年7月18日から施行す

0 ．
■■■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

ｊ
ｊ
議
施
付
実
日
日
０
０

３
２
月
月
６
７
年
年
５
５
和
和
伶
伶

5

現 行 変 更 後

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部(保全部） （毎日）

裁判官 井上直哉

ﾉノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃．

〃

〃

(中略）

〃

〃

〃

〃

〃

三宅知三郎

太田多恵

仲井葉月

島崎乃奈

関 尭 唖B
J､、、

宮原翔子

鈴村悠恭

(鹿児島地家裁へ）

植村
一

仁

林 奈桜

氷 田雄
一

浜崎俊文

中川和俊

橋本康平

(代行）山田裕貴

(第2編（本庁民事部）第3章第10条第1項）

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

(中略）

附則
1■■■■■■■■■■■■■■■■

る

裁判官 井上直哉

〃

ﾉノ

三宅知三郎

太田多恵

仲井葉月〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

ﾉノ

〃

〃

島崎乃奈

関 尭 匝巳
〃､、、

宮原翔子

植村
一

仁

林 奈桜

氷 田雄
一

浜崎俊文

中川和俊

橋本康平

(代行）山田裕貴

この規程は、令和5年7月20日から施行す

0
■■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年6月30日付議）

(令和5年7月21日実施）

6

／

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項〈第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

(中略）

第10係（月火木)裁判官 伊藤知広

(中略）

(京都簡裁へ）

〃 苅谷 誠

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日害'1

第1 民事公判係

(中略）

第10係（月火木）

(中略）

附則
一

る

裁判官 苅谷 誠
1■■■■■■■■■■■■■■■■■

この規程は、令和5年7月21日から施行す

0
q■■■■■■■■■■■



【機密性2】

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和5年6月30日付議）

（令和5年8月1日実施）

7

）

現 行 変 更 後

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項､第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

(中略）

第8係（木） 裁判官 新屋眞宏

(中略）

箔

(第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条、第

34条第1項、第35条第1項、第36条、第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

第1 民事公判係

(中略）

第8係（木） 裁判官 新屋眞宏

(中略）

附則
I■■■■■■■■■■■■■■■

〃 吉村勝彦

〃

〃

(任簡判）
■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

氏家裕美

(任簡判）

木原義則

(任簡判）

〃 、 西川浩

〃

〃

色

/1 ､

０
一
一

(任簡判）

林智人

(任簡判）

柏原成光

(任簡判）

この規程は、令和5年8月1日から施行する。




